
１．部会構成案
№ 団体名 関連分野 役職 出席者

1 精華町身体障害者協議会
当事者
（身体）

2 相楽ろうあ協会
当事者
（聴覚）

3 相楽中途失聴・難聴者協会
当事者
（聴覚）

4 視覚障害者協会相楽会
当事者
（視覚）

5 町内事業所
当事者
（療育）

6 特定非営利活動法人プラッツ
当事者
（精神）

7
精華町カラフル発達な子の親の集い

ふらりーご
当事者

（保護者）

8
社会福祉法人　

京都聴覚言語障害者福祉協会
相楽聴覚言語障害センター

支援団体
（障害全般）

9
特定非営利活動法人そら

いろんな子どもと家族のための相談セン
ター　そら

支援団体
（障害児）

10
特定非営利活動法人朔日の会

Equal
支援団体
（医ケア）

11 南部視覚・聴覚支援センター 教育機関

12 手話サークル
支援団体
（聴覚）

13 要約筆記サークル
支援団体
（聴覚）

14 朗読ボランティひびき
支援団体
（視覚）

15 点字サークルたっち
支援団体
（視覚）

16 商工会 企業

17 社会福祉協議会 福祉教育

事務局
社会福祉法人相楽福祉会

相楽地域障害者生活支援センター
事務局

２．令和８年度施策（案）

① 条例啓発用リーフレットの作成

② 手話教室

③ 防災訓練の参加

３．今後のスケジュール

1月13日 第４回条例検討委員会

2月3日 精華町障害者自立支援協議会

3月頃 第１回部会開催

精華町地域障害者自立支援協議会
共生社会推進部会（仮称）

構成メンバーについて意見交換

部会構成について提案・同意を求める。

・部会長決定・今後の部会運営

・各種、施策の推進
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